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期日 時間 場所

10
月
5
日

（水）

  9:30 ～    9:40 上沢津公民館
  9:50 ～ 10:05 市成校区公民館
10:15 ～ 10:30 高尾校区公民館
10:40 ～ 10:50 谷田公民館
11:00 ～ 11:10 日新公民館
11:20 ～ 11:30 八重山公民館
11:40 ～ 11:50 朝倉公民館

10
月
6
日

（木）

  9:30 ～   9:40 歌丸公民館
  9:50 ～ 10:05 輝北総合支所
10:10 ～ 10:25 百引校区公民館
10:35 ～ 10:45 輝北総合福祉センター
10:55 ～ 11:05 平房活性化センター
11:15 ～ 11:30 竹下公民館
11:40 ～ 11:50 三原公民館

期日 時間 場所

10
月
12
日

（水）

  9:30 ～   9:40 神野地区ふれあいセンター
  9:55 ～ 10:10 鶴峰東地区ふれあいセンター
10:20 ～ 10:30 赤野公民館
10:45 ～ 10:55 原口公民館
11:10 ～ 11:20 下名西地区ふれあいセンター
11:35 ～ 11:50 吾平振興会館

10
月
13
日

（木）

  9:30 ～    9:45 鉄道記念館前
10:00 ～ 10:15 鶴峰中地区ふれあいセンター
10:30 ～ 10:45 鶴峰西地区ふれあいセンター
11:00 ～ 11:15 中央西地区ふれあいセンター
11:30 ～ 11:50 吾平振興会館

期日 時間 場所

10
月
18
日

（火）

 9:30 ～   9:50 細山田校区公民館
  9:55 ～ 10:05 新堀公民館
10:10 ～ 10:20 上辰喰公民館
10:30 ～ 10:40 昭栄公民館
10:50 ～ 11:05 花鎌公民館
11:15 ～ 11:25 新中堀公民館
11:40 ～ 11:50 立小野公民館
13:15 ～ 13:30 山下公民館
13:45 ～ 14:00 大塚原公民館
14:10 ～ 14:25 富ヶ尾公民館
14:30 ～ 14:40 甫木研修センター
14:50 ～ 15:05 お祭り広場（緑の停車場横）
15:15 ～ 15:30 平和公園慰霊塔前

10
月
19
日

（水）

   9:30 ～   9:50 十三塚公民館
10:00 ～ 10:10 中山原公民館
10:20 ～ 10:30 城ヶ崎公民館
10:40 ～ 10:55 柳谷公民館
11:05 ～ 11:25 下方限公民館
11:40 ～ 11:50 大坪（防災資材倉庫前）
13:15 ～ 13:35 下小原公民館
13:45 ～ 13:55 堅田公民館
14:05 ～ 14:15 岡崎西公民館
14:25 ～ 14:35 岡崎上公民館
14:45 ～ 15:00 緑ヶ丘公民館
15:10 ～ 15:30 串良総合支所

期日 時間 場所

10
月
21
日

（金）

  9:30 ～    9:45 新生町公民館
10:00 ～ 10:15 打馬公民館
10:25 ～ 10:40 王子町公民館
10:55 ～ 11:15 西祓川町集落センター
11:30 ～ 11:50 下祓川町集落センター
13:10 ～ 13:20 祓川町集落センター
13:30 ～ 13:45 上祓川町集落センター
13:55 ～ 14:10 高隈地区交流促進センター
14:20 ～ 14:35 旧農協大黒出張所
14:45 ～ 15:00 東原研修館

10
月
24
日

（月）

  9:30 ～    9:50 横山町集落センター
10:00 ～ 10:20 野里町集落センター
10:35 ～ 10:55 浜田海水浴場駐車場
11:05 ～ 11:25 高須地区学習センター
11:40 ～ 11:50 天神構造改善センター
13:10 ～ 13:20 古江下集会所
13:35 ～ 13:45 鶴羽公民館
13:55 ～ 14:05 海道公民館
14:15 ～ 14:25 白水町公民館
14:40 ～ 15:00 上野町公民館

10
月
25
日

（火）

  9:30 ～    9:50 今坂町公民館
10:00 ～ 10:20 郷之原町自治公民館
10:35 ～ 10:55 大浦町公民館
11:10 ～ 11:25 西原２丁目西公民館
11:35 ～ 11:50 西原１丁目スミレ公園
13:10 ～ 13:25 上谷公民館
13:40 ～ 13:55 西原４丁目公民館
14:10 ～ 14:30 社会福祉協議会分室
14:45 ～ 15:00 白崎町公民館

10
月
26
日

（水）

  9:30 ～ 10:05 笠之原町公民館
10:20 ～ 10:40 寿４丁目公民館
10:55 ～ 11:15 寿３丁目公民館
11:30 ～ 11:50 寿２丁目公民館
13:10 ～ 13:25 緑山公民館
13:35 ～ 13:55 寿５丁目公民館
14:05 ～ 14:25 寿７丁目公民館
14:40 ～ 15:00 寿８丁目公民館

10
月
27
日

（木）

  9:30 ～    9:50 旭原公民館
10:05 ～ 10:20 札元２丁目公民館
10:30 ～ 10:45 札元１丁目公民館
11:05 ～ 11:20 市保健相談センター
11:35 ～ 11:50 新栄町自治公民館
13:10 ～ 13:20 永野田公民館
13:35 ～ 14:00 川西公民館
14:10 ～ 14:30 川東公民館
14:45 ～ 15:00 新川公民館

10
月
28
日

（金）

  9:30 ～    9:50 上田崎コミュニティセンター
10:00 ～ 10:20 田崎地区学習センター
10:35 ～ 10:50 下堀町公民館
11:05 ～ 11:25 大姶良出張所
11:40 ～ 11:50 大姶良西ふれあい公民館
13:10 ～ 13:25 名貫町集落センター
13:40 ～ 13:55 萩塚町集落センター
14:10 ～ 14:25 池園町公民館
14:40 ～ 15:00 旧南公民館跡

◆鹿屋地区 ◆輝北地区

◆串良地区

◆吾平地区

 登録及び狂犬病予防注射日程

③ 無駄吠えなどで周辺の住民に迷惑を
かけないように、通りから見える場
所に犬をつな
ぐことは避け
ましょう。

会
場
に
行
く
と
き
は

●
持
参
す
る
も
の

○
初
め
て
登
録
す
る
犬

　

６
，
０
０
０
円
（
犬
の
登
録

　

料
及
び
予
防
注
射
代
）

○
登
録
が
済
ん
で
い
る
犬

　

３
，
０
０
０
円
（
予
防
注
射

　

代
）

※
通
知
書
は
、
登
録
を
し
て
い

る
場
合
の
み
送
付
し
ま
す
。

●
留
意
事
項

　

次
の
犬
は
、
動
物
病
院
に
相

談
し
た
う
え
で
、
予
防
注
射
を

受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
注
射
の
日
に
制
御
で
き
る
人

が
い
な
い
犬

○
慢
性
的
病
気
を
持
っ
て
い
る

犬
○
最
近
、
治
療
や
予
防
な
ど
の

処
置
を
受
け
た
犬

○
興
奮
し
や
す
い
性
格
の
犬

○
妊
娠
又
は
発
情
な
ど
で
普
段

と
違
う
状
態
に
あ
る
犬

●
次
の
時
は
届
出
が
必
要
で
す

○
飼
犬
が
死
亡
し
た
と
き

○
飼
主
等
を
変
更
し
た
と
き

○
鹿
屋
市
内
に
転
入
し
た
と
き

○
鹿
屋
市
外
に
転
出
し
た
と
き

※
転
居
先
の
市
町
村
に
て
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
犬
の
鑑
札
や
狂
犬
病
予
防
注

射
済
票
を
失
く
し
た
と
き

「
犬
の
登
録
」
や
「
狂
犬
病
予

防
注
射
」
を
受
け
な
い
と
…

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
20
万

円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
「
犬
の
登
録
」
と
年
一
回
の
「
狂
犬
病
予
防
注
射
」
を
愛
犬
に
受
け

さ
せ
る
こ
と
は
、
飼
い
主
の
義
務
で
す
。

　

市
で
は
、「
犬
の
登
録
」
と
「
狂
犬
病
予
防
注
射
」
を
次
ペ
ー
ジ
の

日
程
で
行
い
ま
す
。
生
後
91
日
以
上
の
犬
を
飼
っ
て
い
て
、
今
年
度
ま

だ
「
狂
犬
病
予
防
注
射
」
を
受
け
さ
せ
て
い
な
い
人
は
、
都
合
の
良
い

時
間
、
会
場
で
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

市
が
委
託
し
て
い
る
動
物
病
院
で
も
「
犬
の
登
録
」
と
「
狂
犬
病
予

防
注
射
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
市
生
活
環
境
課　

☎
０
９
９
４-

31-

１
１
１
５

④ 周囲の人のためにも、犬のためにも
飼育場所は常に清潔に保ちましょう。

犬と共生するためにマナーを守りましょう

愛犬の登録と愛犬の登録と
狂犬病予防注射を実施します狂犬病予防注射を実施します

愛犬の登録と
狂犬病予防注射を実施します

② 犬を散歩させるときは、
リードをつけて放さない
ようにしましょう。

① 犬を散歩させると
きは、ビニール袋
を持ってフンを持
ち帰りましょう。
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